
令和３年度野辺地町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置

に要する経費について、令和３年度予算の範囲内において、当該浄化槽を設置する者等に

対し、野辺地町浄化槽設置整備事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付すること

により浄化槽の普及を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを

目的とし、補助金の交付については、野辺地町補助金等の交付に関する規則（昭和５６年

野辺地町規則第２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるとこ

ろによる。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱における「浄化槽」とは、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 

（１）浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以下「法」という。）第２条第１号に規定する

浄化槽であること。 

（２）法第４条第２項の構造基準に適合するものであること。 

（３）生物化学的酸素要求量（以下「ＢＯＤ」という。）の除去率が９０パーセント以上、

放流水のＢＯＤが１リットルあたり２０ミリグラム（日間平均値）以下の機能を有する

ものであること。 

（４）合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針（平成４年１０月３０日付け衛浄

第３４号。以下「指針」という。）に適合するものであること。 

（５）処理対象人員が１０人以下であること。 

 

 （補助事業者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、住宅（自らが居

住することを目的とした一軒家の専用住宅及び延べ床面積の２分の１以上を自らの居住

の用に供する併用住宅をいう。以下同じ。）の既設単独処理浄化槽若しくは既設汲み取り

便槽を浄化槽に設置換えする者又は浄化槽が新たに設置されることとなる住宅を購入す

る者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。 

（１）法第５条第１項の規定に基づく設置等の届出の審査を受けずに浄化槽を設置する者 

（２） 一般社団法人全国浄化槽団体連合会が実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度（以

下「機能保証制度」という。）に基づき保証登録された浄化槽以外の浄化槽を設     

置する者 

（３）住宅を借りている者で賃借人の承諾を得られていない者 

（４）販売及び賃貸等の目的で、既設単独処理浄化槽若しくは既設汲み取り便槽を浄化槽に

設置換えする者又は浄化槽付き住宅を購入する者 

（５）野辺地町に住民登録をしていない者（浄化槽設置完了報告書の提出時までに野辺地町

に住民登録を確約できる者を除く。） 

（６）補助金の申請時において、補助事業者又は住宅に居住する者のうちに町税の滞納が 

 



ある者（補助金の申請時において野辺地町の町税の納税義務が発生していない者にあっ

ては、申請時において納税義務が発生している市町村の市町村税の滞納がある者。） 

 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、浄化槽及び

当該浄化槽の設置、単独浄化槽から合併浄化槽への転換のための宅内配管工事費及び単独

浄化槽の撤去費（以下「補助事業」という。）に要する経費とする。 

 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費又は次の表の人槽区分に応じて定める限度額のいずれ

か少ない額とする。 

（１）浄化槽及び当該浄化槽の設置 

人槽区分 ５人槽 ７人槽 １０人槽 

限度額 ３５２,０００円  ４４１,０００円  ５８８,０００円  

 

（２）浄化槽転換による宅内配管工事費  限度額 ３００，０００円 

（３）単独浄化槽撤去費         限度額  ９０，０００円 

 

 （交付の申請） 

第６条 規則第３条の補助金等交付申請書は、令和３年度野辺地町浄化槽設置整備事業費補

助金交付申請書（様式第１号）とする。 

２ 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。ただし、補助金の交付の対象

となる浄化槽付き住宅（以下「販売用浄化槽付き住宅」という。）を購入する場合は、第

７号の書類の添付により、第１号から第６号までの書類の添付を省略することができる。 

（１）審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し 

（２）設置工事を監督する浄化槽設備士の浄化槽設備士免状の写し 

（３）設置場所の案内図、設置浄化槽の構造図、平面図及び縦断図 

（４）指針に適合することを証する登録証の写し及び登録浄化槽管理票（Ｃ票） 

（５）機能保証制度に基づく保証登録証 

（６）浄化槽設置工事の契約書の写し又は見積書（配管工事を含めた工事明細書）の写し 

（７）販売用浄化槽付き住宅を購入する場合は、次条第３項の通知書 

（８）住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書 

（９）補助事業者及び住宅に居住する者全員の住民票の写し 

（10）補助金の申請時において浄化槽設置場所に住民登録をしていない場合は、確約書 

（11）補助事業者及びその住宅に居住する満１５歳以上の者全員の完納証明書（過去５年間

の居住地において完納状況が確認できる証明書） 

（12）申請者の振込指定口座（通帳の写し） 

（13）従前が汲み取り、単独である事を確認する野辺地町浄化槽設置整備事業費補助金に係

る状況報告書（別紙） 



（14）その他町長が必要と認める書類 

３ 第１項の申請書の提出期限は、令和３年１２月２４日とする。 

 

 （販売用浄化槽付き住宅の確認） 

第７条 販売用浄化槽付き住宅を新築し、販売しようとする者（以下「建築者」という。）

は、令和３年度野辺地町浄化槽設置整備事業費補助対象浄化槽確認申請書（様式第２号）

を町長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。ただし、野辺地町浄化槽設置

整備事業費補助対象浄化槽確認結果通知書（様式第３号）がある場合は、第７号の書類の

添付により、第１号から第６号までの書類の添付を省略することができる。 

（１）審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し 

（２）設置工事を監督する浄化槽設備士の浄化槽設備士免状の写し 

（３）設置場所の案内図、設置浄化槽の構造図、平面図及び縦断図 

（４）指針に適合することを証する登録証の写し及び登録浄化槽管理票（Ｃ票） 

（５）機能保証制度に基づく保証登録証 

（６）浄化槽設置工事の契約書の写し又は見積書 （配管工事を含めた工事明細書）の写 

  し 

（７）野辺地町浄化槽設置整備事業費補助対象浄化槽確認結果通知書（様式第３号）がある

場合は、その通知書 

（８）その他町長が必要と認める書類 

３ 町長は、第１項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、その

結果を野辺地町浄化槽設置整備事業費補助対象浄化槽確認結果通知書（様式第３号）によ

り建築者に通知するものとする。 

４ 前項の規定により、補助金の交付の対象であることを通知する場合は、当該建築者に次

に掲げる条件を付すものとする。 

（１）当該通知書を保管し、販売用浄化槽付き住宅の購入者にこれを引き継ぐこと。 

（２） 第１１条第２項各号の書類を作成し、販売用浄化槽付き住宅の購入者に引き継ぐこと。 

 

 （交付の条件） 

第８条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定を受けた場合において、規則第５条の規定

により付された条件とする。 

（１）補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ令和３年度野辺地町浄化槽設置整備事

業費補助金事業変更承認申請書（様式第４号）を町長に提出して、その承認を受けるこ

と。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ令和３年度野辺地町浄化槽設置

整備事業費補助金事業中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を町長に提出して、その

承認を受けること。 

（３）補助事業が事業完了予定日までに完了しない見込みとなった場合又は補助事業の遂行

が困難となった場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。  

 



 （交付の決定） 

第９条 規則第６条の補助金等交付決定通知書は、令和３年度野辺地町浄化槽設置整備事業

費補助金交付決定通知書（様式第６号）とする。 

２ 規則第７条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、現地調査

のうえ交付を決定する。 

 

 （申請の取下げ） 

第１０条 規則第７条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期日として町長

が定める日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して１５日を経過した日と

し、書面により申請を取下げることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったも

のとみなす。 

 

 （実績報告） 

第１１条 規則第１２条の補助事業等実績報告書は、令和３年度野辺地町浄化槽設置整備事

業費補助対象浄化槽設置完了（廃止）報告書（様式第７号）とする。 

２ 前項の報告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。 

（１）浄化槽法定検査（７条）申込書（法第７条）の写し（設置届添付用で払込金証明票が

添付されているもの） 

（２）浄化槽保守点検及び清掃業務委託契約書の写し又はこれを証明する書類 

（３）工事費明細書等浄化槽設置工事費を確定できるもの及び領収証の写し 

（４）工事写真及び出来形（平面図、縦断図等） 

（５）浄化槽設備士が適正な施工を確認したことを証するもの（浄化槽工事完了チェックリ

スト） 

（６）補助金の申請時において浄化槽設置場所に住民登録をしていない場合は、補助事業者

及び住宅に居住する者全員の住民票の写し 

（７）その他町長が必要と認める書類 

３ 第１項の報告書の提出期限は、補助事業が完了した日（第９条第２号の規定により補助

事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日）から起算して３０日を経過した

日又は令和４年３月１１日のいずれか早い日とする。 

 

 （補助金の額の確定通知） 

第１２条 規則第１３条の補助金等交付額確定通知書は、令和３年度野辺地町浄化槽設置整

備事業費補助金交付額確定通知書（様式第８号）とする。 

 

 （水質検査結果の報告） 

第１３条 補助金の交付額の確定の通知を受けた者は、浄化槽の使用開始後３年間に限り、

法第７条及び第１１条の規定による水質検査の結果の写しを町長に提出しなければなら

ない。 

 



 （維持管理義務） 

第１４条 補助事業者は、浄化槽の機能を適正に保つよう、法第１０条第１項に規定する保

守点検及び清掃を行うほか、適正な維持管理を行わなければならない。 

 

 （補助金の請求等） 

第１５条 補助金の請求は、第１２条の通知を受けた後において、令和３年度野辺地町浄化

槽設置整備事業費補助金請求書（様式第９号）を町長に提出して行うものとする。 

２ 補助金は、補助事業者へ口座振込により交付する。 

 

 （施工状況の確認） 

第１６条 町長は、補助事業が適正に施行されるよう、補助事業者、施工業者等に報告を求

め、又は現地調査を行うことができる。 

２ 町長は、前項の規定による調査の結果、事業に定める要件等に適合しないと認めるとき

は、これに適合させるための処置をとるべきことを補助事業者に対して求めることができ

る。 

 

 （委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別

に定める。 

 

附 則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   


